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読谷村議会 

議長 伊 波  篤 殿 

 

読谷村議会議員 

平 良 勝 志   印 

 

一 般 質 問 通 告 書          
  

第 548 回読谷村議会定例会において次の事項の質問をしたいので、会議規則第 61 条第

２項の規定により通告いたします。 

質 問 要 旨 答弁を求める者 

１ 少子化対策について 

 （１）ゆんラボ未来館オープンしての効果は。 

 （２）泊城公園遊具リニューアルしての効果は。 

 (３) 今後、泊城のような公園を増やす計画は。 

(４) このような事業が少子化抑止に少なからず良い効果をもたら

していると思うが担当課としての考えは。 

（５）学校の授業や子供達を通じ少子化を感じるような現場からの

声があるか。 

（６）学校教育現場から学童・部活まで新たな体制作りで少子化対

策に少なからずプラスに働く効果があると思うが担当課の考

えは。 

（７）村長の今後の少子化対策についての考えは。 

 

２ 部活動の地域展開について 

 （１）進捗状況は。 

 （２）読谷村はいつまでに地域に移行するのか。 

 (３) 国からは移行期間の通達があるのか。 

(４) 地域に移行し展開した際部活の時のように金銭的サポートは

あるのか。 

（５）読谷村児童生徒の地域クラブ等活動応援基金によるサポート

の範囲は。 

（６）村長の今後の部活動の地域移行に対する考えは。 

 

 


